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議案第１９号 
 

　　　長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の特例を定める条例の制定について 
 

　長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定

める条例を別紙のとおり定めるものとする。 
 
 
　　令和８年２月１９日提出 
 
 
 
 

長久手市長　佐藤有美　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　説　明 
この案を提出するのは、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間

における市長及び副市長の給料月額の特例並びにこの条例の施行の日に在職す

る教育長の任期が終了する日までの間の給料月額の特例を規定することに関し、

長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定め

るため必要があるからである。 
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別紙 
長久手市条例第　　号 

長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例

を定める条例 

（市長及び副市長の給料月額の特例） 

第１条　令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間における市長及び

副市長の給料月額は、長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例（昭和４１年長久手村条例第３号。以下「特別職給与等条例」と

いう。）第３条の規定にかかわらず、特別職給与等条例別表第１に定める給料

月額から市長は当該額に１００分の１０、副市長は１００分の７を乗じて得

た額を減じた額とする。 

（教育長の給料月額の特例） 

第２条　この条例の施行の日に在職する教育長の任期が満了する日までの間の

給料月額は、特別職給与等条例第３条の規定にかかわらず、特別職給与等条

例別表第１に定める給料月額から当該額に１００分の５を乗じて得た額を減

じた額とする。 
附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 

議案の概要 
 
１　制定の趣旨 
　　この条例は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間における

市長及び副市長の給料月額の特例並びにこの条例の施行の日に在職する教育

長の任期が満了する日までの間の給料月額の特例を規定することに関し、長

久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定め

るものです。 
　（背景・目的）本市を取り巻く厳しい財政状況を踏まえ、市長、副市長及

び教育長の給料月額の支給について、長久手市特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の特例を設ける条例の制定を行うものです。 
 
２　制定の内容 
　⑴　第１条に市長及び副市長の給料月額の特例を規定すること。 
　⑵　第２条に教育長の給料月額の特例を規定すること。 
　　 

３　今後の影響 

　　条例の制定により、市長、副市長及び教育長の給与の総支給額が約２７０

万円減少することが見込まれます。 

 

４　附則について 

　　この条例は、令和８年４月１日から施行するものとします。 
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